
新座市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱 

（令和５年新座市告示第２８３号） 

（趣旨） 

第１条 この告示は、太陽光発電設備及び蓄電池を設置する者に対して新座市太

陽光発電設備等設置費補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関

し必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金の交付に関しては、新座市補助金等の交付に関する規則（昭和４７年

新座市規則第２３号）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

（対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者（第４条第１項第１号において

「対象者」という。）は、次の要件に該当する者とする。 

⑴ 次のア又はイのいずれかに該当する者であること。 

ア 市内に住所を有する者であって、自己の居住の用に供する住宅に次条第

１項に規定する対象設備を設置するもの 

イ 市内の事業所において事業を営む者であって、当該事業所に次条第１項

に規定する対象設備を設置するもの 

⑵ 市税を滞納していないこと。 

⑶ 環境価値（次条第１項に規定する対象設備による発電に係る二酸化炭素の

排出削減効果に関する付加価値をいう。）を、その電力の供給を受けて使用

する者に帰属させること。 

⑷ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法

律第１０８号）の定めによる固定価格買取制度又は FIP 制度の認定を取得し

ないこと。 

⑸ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第５号ロに規定す

る接続供給を行わないこと。 

⑹ 事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）（平成２９年３月資源エネル

ギー庁策定）に定める遵守事項（専ら固定価格買取制度の認定を受けた者に

対する事項を除く。）を遵守すること。 

⑺ 次条第１項に規定する対象設備により発電した電力につき、次のア又はイ

に掲げる区分に応じ当該ア又はイに定めるところにより消費すること。 

ア 第１号アに該当する者 ３０パーセント以上の電力量を当該申請に係る

建築物の敷地内において自ら消費すること。 

イ 第１号イに該当する者 ３０パーセント以上の電力量を当該申請に係る

建築物の敷地内において自ら消費し、かつ、当該自ら消費する電力量を含



む５０パーセント以上の電力量を埼玉県内の需要家が消費すること。 

⑻ 次条第１項に規定する対象設備に係る法定耐用年数を経過するまでの間、

当該設備の導入による二酸化炭素の排出の削減に係る効果について、Ｊ―ク

レジット制度への登録を行わないこと。 

（対象設備） 

第３条 補助金の交付の対象となる設備（以下「対象設備」という。）は、次に

掲げる設備であって、第６条第１項の規定による交付決定の通知のあった日以

後に締結する契約により設置するものとする。 

⑴ 太陽光を利用して発電を行う設備であって、次の要件に該当するもの（以

下「太陽光発電設備」という。） 

ア エネルギー起源二酸化炭素（エネルギーの使用に伴って発生する二酸化

炭素をいう。次号アにおいて同じ。）の排出の削減に効果があること。 

イ 商品化され、導入実績があること。 

ウ 未使用品であること。 

エ 他の補助制度等による補助の対象となっていないこと。 

⑵ 太陽光を利用して発電した電気を蓄電する設備であって、次の要件に該当

するもの（以下この号カ及び次条第１項第２号において「蓄電池」という。） 

ア エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があること。 

イ 商品化され、導入実績があること。 

ウ 未使用品であること。 

エ 平時において充放電を繰り返すことを前提とすること。 

オ 停電時にのみに利用する非常用予備電源でないこと。 

カ 蓄電池の価格及び設置工事に要する費用の額の合計額（消費税及び地方

消費税の額を除く。）の蓄電容量１キロワットアワー当たりの額（次条第

１項第２号において「基準額」という。）が、次の 又は に掲げる区分

に応じ当該 又は に定める額以下となるよう努めること。 

 ４，８００アンペアアワー・セル未満のもの １２５，０００円 

 ４，８００アンペアアワー・セル以上のもの １１９，０００円 

キ アからカまでに掲げるもののほか、市長が別に定める仕様を満たすこと。 

ク 他の補助制度等による補助の対象となっていないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、ＰＰＡ又はリース契約により設置する設備は、対

象設備としない。 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を合算



した額とする。 

⑴ 太陽光発電設備 対象者が設置する太陽光発電設備の最大出力（キロワッ

トを単位とし、小数点以下の端数があるときはこれを切り捨てるものとす

る。）に１キロワット当たり９０，０００円を乗じて得た額又は次のア若し

くはイに掲げる区分に応じ当該ア若しくはイに定める額のいずれか低い額 

ア 第２条第１号アに該当する者 ４５０，０００円 

イ 第２条第１号イに該当する者 １，８００，０００円 

⑵ 蓄電池 次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める額 

ア 第２条第１号アに該当する者 基準額に３１分の１８を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に当該

者が設置する蓄電池の蓄電容量（キロワットアワーを単位とし、小数点以

下１位未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。イにおいて

同じ。）又は５キロワットアワーのいずれか低い方を乗じて得た額（その

額に１，０００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

イ 第２条第１号イに該当する者 次の 又は に掲げる蓄電池の区分に応

じ当該 又は に定める額に当該者が設置する蓄電池の蓄電容量又は２０

キロワットアワーのいずれか低い方を乗じて得た額（その額に１，０００

円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

 前条第１項第２号カ に該当する蓄電池 基準額に３１分の１８を乗

じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

た額） 

 前条第１項第２号カ に該当する蓄電池 基準額に１９分の９を乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた

額） 

２ 補助金の交付は、対象設備を設置する建築物１棟につき１回限りとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、新座市太陽光発電設備等設置費補

助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければなら

ない。この場合において、申請者は、市の保有する個人情報に係る書類に代え

て個人情報利用目的外利用同意書を提出することができる。 

⑴ 対象設備の設置に係る見積書の写し 

⑵ 対象設備の設置場所の案内図 

⑶ 対象設備の仕様書の写し 

⑷ 次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める書類 



ア 第２条第１号アに該当する者 住民票の写し 

イ 第２条第１号イに該当する者 確定申告書の写しその他の事業を営んで

いることが確認できる書類 

⑸ 市税の納税証明書 

⑹ 誓約書（申請者用） 

⑺ 誓約書（施工業者用） 

⑻ 対象設備に係る電力の発電量及び消費量の計画書 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請書の提出期限は、第２条第１号アに該当する者にあっては対象設

備を設置しようとする日の属する年度の１２月１０日とし、同号イに該当する

者にあっては当該年度の１０月末日とする。 

（交付決定） 

第６条 前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補

助金の交付の可否を決定し、新座市太陽光発電設備等設置費補助金交付決定・

申請却下通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、当該交付決定に係る対象設備（次条及び第８条第１項において「交

付決定設備」という。）の設置に関する契約を締結することができるものとす

る。 

（変更等承認申請） 

第７条 交付決定者は、第５条第１項の規定による申請の内容を変更し、又は交

付決定設備の設置を中止しようとするときは、新座市太陽光発電設備等設置内

容変更等承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（完了報告） 

第８条 交付決定者は、交付決定設備の設置の完了後、速やかに新座市太陽光発

電設備等設置完了報告書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 交付決定設備の設置に係る契約書、領収書及び保証書の写し 

⑵ 電力会社との電力受給契約書の写し（電力受給契約を締結する場合に限

る。） 

⑶ 交付決定設備の設置状況が確認できる写真 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の報告書の提出期限は、第６条第１項の規定による交付決定の通知の

あった日の属する年度の２月１０日とする。 



（交付確定通知） 

第９条 前条第１項の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補

助金の額を確定し、新座市太陽光発電設備等設置費補助金交付確定通知書によ

り、その旨を交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１０条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、新座市太陽光発電設備

等設置費補助金請求書により、補助金の交付を市長に請求するものとする。 

（補助金の返還） 

第１１条 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、

当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（委任） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、様式の作成その他の補助金の交付に関

し必要な事項は、市民生活部長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和５年８月１日から施行する。 

附 則（令和５年告示第３８４号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和６年告示第１１３号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年告示第８２号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 


